
令和７年度滋賀県サーキュラーエコノミー実証事業委託の 

公募型プロポーザル質問および回答 

 

 期限までに質問のあった内容とその回答を次のとおり公表する。 

 

【質問①】 

数量が限定されているものについて通常公表されている金抜設計書は公表しないのか。 

【回答①】 

本事業は調査を目的とした事業であり、提案内容も含めて審査を行うプロポーザル形式を採

用している。 

また、仕様書記載の数量等についてはあくまで目安であり、本業務においては変数となる。 

したがって、設計書の公表は行わない。 

 

【質問②】 

審査概要として「滋賀県琵琶湖環境部循環社会推進課および関係課の職員３名が審査する」

とあるが何故そうなっているのか。通常、関連市町行政又は学識経験者等の第三者を参加させ

て、公平性、透明性を担保すべきではないのか。 

【回答②】 

本県が定める「滋賀県プロポーザル事務処理要領」中、第９（２）「審査員の人数」において、プ

ロポーザルの審査員は原則として県の職員で３名以上とし、その中に当該プロポーザルを実施す

る所属以外の所属の職員を必ず１名以上含めること。」と定められており、手続き上は問題ない。 

外部審査員のご提案については、参考意見とさせていただく。 

 

【質問③】 

「協力を表明している市町、広域行政…（中略）…」とあるが、具体的にはどこか。積算を計上す

るのに必要であると思われる。 

【回答③】 

現在協力が確定している市町の公表ができないことから、概ね回収する地域および回収のス

ケジュールを別添資料の通り示す。 

 

【質問④】 

本件について、JV（共同企業体等）の参加は可能か。 

【回答④】 

 可能。ただし、「和７年度滋賀県サーキュラーエコノミー実証事業 公募型プロポーザル実施要

領」中、「３参加資格」を満たしていること。 

 



【質問⑤】 

  「本県職員を同乗・同席すること」とあるが本庁の職員か各地域の担当事務所の職員か。 

【回答⑤】 

本庁の職員。循環社会推進課に所属する本事業専従職員１名が主となる。 

 

【質問⑥】 

同じく「本県職員を同乗・同席」とあるが、滋賀県庁又は特定の場所までの送迎を想定している

のか。 

【回答⑥】 

拠点と集積場所の間を想定している。なお、県庁と拠点間の移動は本県職員自身で行うことを

想定している。 

 

【質問⑦】 

広域行政で、協力市町と非協力市町が混在する場合の取り扱いはどのようにお考えか。 

【回答⑦】 

協力市町独自で行われる取組のみに参加し、積み込み、運搬等を行う。 

広域行政組合と協力市町がすべて参加を表明している場合は、それぞれで積み込み、運搬等

を行う。 

 

【質問⑧】 

 『助言』とは、専門的知見に基づく特定の事業者等を指すのか、企業の収集運搬を行う作業員

等が一般的知見に基づき行うことが可能なのか、またはそれ以外か。 

【回答⑧】 

現に家具類を業として取り扱っている者、または過去に家具類の修理や販売等を行った実績が

ある者による助言であることが望ましい。 

 

【質問⑨】 

販売した収益は、受託者、県のいずれに帰属するのか。又、販売ではなく無償提供という選択

肢も可か。 

【回答⑨】 

受託者に帰属する。販売のみに限る。 

本事業は経済的な観点からの知見、情報等の収集を行うことも目的としている。 

このために、「清掃および修理」終了時点で県が所有権を有する家具類をサンプルとして受託

者に無償提供する。 

受託者にはこれを用いて、販売努力をしてもらうことで市場における財の価値を把握したいと

考えている。 



この価値を最大化するために、販売収益は受託者に帰属するものとしている。 

 

【質問⑩】 

販売に関して、古物営業法に基づく「古物商許可」の取得が必要か否か。 

【回答⑩】 

不要。 

 

 

（末尾に別添資料あり） 

 



（別添資料） 

 積み込み、運搬等を行う地域（想定） 

※１ 〇で囲んだ地域で、積み込み、運搬等を実施する見込み。 

※２ ただし、○で囲んだ地域のうち、本事業に参加しない自治体を含むことに留意する。 

 

 

 



 積み込み、運搬、整理等のスケジュール（目安） 

 

① 清掃工場に赴いての積み込み、運搬等 

※ 整理、清掃、修理等には、在庫管理や連絡調整、販売等の作業も含む。 

 月 火 水 木 金 

第 1 週 
午前：A 市 

午後：B 市 

午前：C 市 

午後：D 市 
整理、清掃等 清掃、修理等 清掃、修理等 

第 2 週 
午前：A 市 

午後：B 市 

午前：D 市 

午後：C 市 
整理、清掃等 清掃、修理等 清掃、修理等 

第 3 週 
午前：A 市 

午後：B 市 

午前：C 市 

午後：E 市 
整理、清掃等 清掃、修理等 清掃、修理等 

第 4 週 
午前：A 市 

午後：B 市 

午前：D 市 

午後：C 市 
整理、清掃等 清掃、修理等 清掃、修理等 

第 5 週 清掃、修理等 
午前：C 市 

午後：F 市 
整理、清掃等 清掃、修理等 清掃、修理等 

 

② 回収イベント等に赴いての積み込み、運搬等 

G 市 １回/月 

H 町 

9 月から 11 月の土日、計６～８日程度（早朝集合あり） 
I 町 

J 町 

K 町 

 


